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地域生活定着促進事業の概要について



地域生活定着促進事業の概要

本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支

援センター」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機関等

と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、

その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に資することを目的とする。

１ 事業の目的

調整依頼

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

事 業 の 概 要

○ 平成21年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設
退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域
生活定着支援センター」の整備を実施。

○ 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度
からは全国での広域調整が可能に。

○ 令和３年度から被疑者等支援業務を開始。

○ 地域生活定着支援センターは、既存の福祉関係者等と連携して、
以下の業務を実施。

① コーディネート業務（矯正施設退所予定者の帰住地調整を行う）

② フォローアップ業務（矯正施設退所者を受け入れた施設等への助言を行う）

③ 被疑者等支援業務（被疑者等の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的

な援助等を行う）

④ 相談支援業務（犯罪をした者等への福祉サービス等についての相談支援を行う）

⑤ 関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等

       に係る業務

実 施 主 体

ス キ ー ム 図

Ａ県矯正施設

保護観察所

A県検察庁

A県弁護士

被 疑 者 等 支 援

矯正施設退所者等支援

調整依頼

・帰住地の調整（自治体への相談、福祉

施設等への利用調整）

・退所時の同行（福祉事務所、受入福祉

施設等への同行、各種申請の援助等）

・地域生活移行後も、定着のための継続

的な支援を実施（受入施設や自治体等

との官民の連携支援、相談支援等）

対象者選定
（被疑者・被告人）

協議・確認・調整
（被疑者・被告人）

被疑者・被告人又は退

所予定者との面会（福

祉ニーズ、帰住予定地

の聞き取り等）

対象者選定
（退所予定者）

連絡・調整

Ａ県地域生活定着支援センター B県地域生活定着支援センター

調整依頼

連絡・調整

厚生労働省（事業費補助）

※対象者選定にあたっては、高齢か、
障害があるか、帰住先がないか等
を基準に判断

帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設（養護

老人ホーム、保護施設、グループホーム等）

退所予定者等が他の都道

府県に帰住を希望する場

合は、当該都道府県のセ

ンターに調整連絡
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○官民協働の支援ネットワークの構築強化費
○協議体を活用した連携強化推進費

都 道 府 県
（地域生活定着促進事業実施要領、地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針より一部抜粋）
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地域共生社会の実現に向けて
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「地域共生社会の実現」 （厚生労働省HP）
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「地域共生社会の実現」

（６）そもそも、犯歴の有無を問わず、ニーズがあって真に支援を求める人に対しては、その真意に沿って、地域において福祉的支援が

受けられる環境を整備することが必要である。また、本事業は、限られた社会保障の資源を、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘

束のために地域とのつながりを失った人に活用し、広域調整によって必要な支援を地域で受けられるようにするものであって、既存の福

祉的支援との連携強化を進めることが重要である。そのため、本事業を効率的・重点的に実施する観点から、事業の内容や規模を精査し、

適切な業務量を確保するとともに、既存の福祉サービスとの一体的実施や円滑な移行が行われるよう努めるなど、地域の総合力を生かし

た事業実施を行うものとする。

地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針 「第４業務の実施細目 ４」

(1) センターの長は、利用者に対する支援を円滑かつ効果的に実施するため、矯正施設若しくは保護観察所において特別調整対象者とし

て、又は検察庁、弁護士会、若しくは保護観察所において勾留中の調整の対象者として選定をする手続を行っいる段階から、必要に応じ

て、矯正施設の長等に対し福祉的な視点から必要な調査・調整について助言を行うものとする。また、特別調整対象者又は勾留中の調整

の対象者として選定され、保護観察所の長からの協力依頼を受けた後においても、個々の利用者の事例に対応した関係機関等から成る会

議の開催に努めるものとする。

(2) センターの長は、平素から、保護観察所、矯正施設、検察庁、弁護士会、福祉関係機関、地方公共団体その他の関係機関等と連携を

密に保つために、保護観察所が主催する連絡協議会に出席するとともに、研修や協議会等を開催し、犯歴の有無を問わず、ニーズがあっ

て真に支援を求める人について、地域において必要な福祉的支援が受けられるための環境づくりや支援のためのネットワークの構築に努

めるものとする。

地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針 「第３センターの事業 ３事業の一般原則」
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「地域共生社会の実現」 （当課作成）

保護観察所
保護司会

医療機関
保健所

精神保健福祉
センター等

弁護士会
検察庁

基幹相談支援
事業所等

居住支援
法人

地方公共団体

地域包括支援
センター

居宅介護支援
事業所等

法務少年
支援センター

重層的支援会議 再犯防止推進協議会

居住支援協議会

（自立支援）協議会

要保護児童対策地域協議会

地域ケア会議

その他会議等

支援会議

孤独・孤立対策
地域協議会

民生委員児童委員協議会

センター

社会福祉
協議会

民生委員
児童委員

権利擁護
センター

職能団体

矯正施設

地域住民
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